
躯体の構造 注意点

屋上・バルコニーは、躯体を守る為の荷重制限かある。

「Ⅱ．重量制限」

「Ⅲ．重量別 緑化計画」 ＊緑化をする為の荷重を考えた設計の建物以外は、全面積の緑化をする場
合、植栽計画は自由に出来ない。

1950年の建築基準法(旧耐震法）で荷重規定が設定 1981年に改訂(新耐震法）
2000年にSI規格の採用

1981年以前に建てられた建物については、十分な検討が必要

＊又メンテナンス管理を考えた計
画をしなければ、ならない。


